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【手続補正書】
【提出日】平成28年8月22日(2016.8.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　配線１２は、例えば、ＴＦＴ１１のソース・ドレイン電極１１４と同層に設けられてい
る。配線１２は、例えば信号線ＤＴＬ、走査線ＷＳＬ、第１電源線ＤＳＬまたは第２電源
線ＤＰＬに対応する配線である。このようなＴＦＴ１１および配線１２は、配線層１０ｂ
において、平坦化層１３により被覆されている。ピラー２４と対向する位置に設けられた
配線１２、即ち、平面視でピラー２４と重なる位置にある配線１２は、第２電極１７の電
位と同じ電位であることが好ましい。例えば、接地配線３５Ｈ(補助電極２３)に電気的に
接続された第２電極１７はＧＮＤ電位であり、平面視でピラー２４と重なる位置にある配
線１２（第１配線）は、ＧＮＤ電位に設定された第２電源線ＤＰＬである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００４２】
　有機層１６と第２電極１７との間に高抵抗層（図示せず）を設けるようにしてもよい。
高抵抗層は、第１電極１４と第２電極１７との間の短絡の発生を防止するためのものであ
り、全ての有機発光素子１Ａに共通して設けられている。高抵抗層は、第１電極１４およ
び第２電極１７よりも電気抵抗が高く、電荷の輸送機能あるいは電荷の注入機能を備えて
いる。第１電極１４上に意図せずパーティクル（異物）や突起物が付着し、その状態で有
機発光素子１Ａを形成した場合、第１電極１４と第２電極１７との接触による短絡が生じ
るおそれがある。高抵抗層により、このような第１電極１４と第２電極１７との接触を防
ぐことができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　カラーフィルタ２２は、例えば、赤色フィルタ、緑色フィルタおよび青色フィルタを含
み、これらが遮光膜２１および有機発光素子１Ａのパターン毎に配色されている。遮光膜
２１に重なる位置にカラーフィルタ２２が設けられていてもよい。赤色フィルタ、緑色フ
ィルタおよび青色フィルタは、例えば顔料または染料を混入した樹脂により構成されてい
る。この顔料または染料の種類を適宜選択することにより、赤色フィルタ、緑色フィルタ
および青色フィルタではそれぞれ、赤色、緑色または青色それぞれの波長域の光透過率が
高くなるように調整されている。赤色、緑色および青色の目的とする波長域以外では、カ
ラーフィルタ２２の光透過率は低くなっている。カラーフィルタ２２の厚みは例えば、１
～４μｍである。カラーフィルタ２２は、封止基板２０のどちらの面（駆動基板１０との
対向面あるいはその反対側の面）に設けられてもよいが、駆動基板１０との対向面に設け
られることが好ましい。カラーフィルタ２２が表面に露出せず、保護層１８等により保護
することができるからである。また、有機層１６とカラーフィルタ２２との間の距離が狭
くなることにより、有機層１６から出射した光が隣接する他の色のカラーフィルタに入射
して混色を生じることを避けることができるからである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　続いて、第１電極１４上および平坦化層１３上に、例えばプラズマＣＶＤ法により例え
ば窒化シリコン膜を成膜した後、この窒化シリコン膜に開口を設けて画素間絶縁膜１５を
形成する。その後、例えば真空蒸着法等の物理的気相成長法（PVD法:Physical Vapor Dep
osition）により発光層を含む有機層１６および第２電極１７を駆動基板１０上の表示領
域３０の全面に形成する（図５Ｃ）。有機層１６および第２電極１７は、スクリーン印刷
法およびインクジェット印刷法等の印刷法、レーザ転写法あるいは塗布法等により形成す
るようにしてもよい。レーザ転写法は、転写用基板上に形成されたレーザ吸収層と有機層
１６との積層構造にレーザを照射し、有機層１６を駆動基板１０上に転写する方法である
。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
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[封止基板２０]
　封止基板２０上には、例えば以下のようにして遮光膜２１、カラーフィルタ２２、補助
電極２３およびピラー２４を形成する。まず、封止基板２０の全面に遮光膜２１の構成材
料を成膜したのち、これを例えばフォトリソグラフィ工程を用いてマトリクス状にパター
ニングすることで、有機発光素子１Ａの配置に合わせて開口を複数形成する。次いで、図
６Ａに示したように、この遮光膜２１を設けた封止基板２０上に赤色フィルタ、緑色フィ
ルタおよび青色フィルタを順次パターニングしてカラーフィルタ２２を形成する。続いて
、封止基板２０の全面にオーバーコート層（図示せず）を成膜し、さらにオーバーコート
層上に導電膜を成膜する。次いで、この導電膜の表示領域３０を例えばマトリクス状にパ
ターニングして、補助電極２３を形成する（図６Ｂ）。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９９】
［モジュール］
　上記表示装置（表示装置１，２，３）は、例えば図１２に示したようなモジュールとし
て、後述の適用例１～７などの種々の電子機器に組み込まれる。このモジュールは、例え
ば、駆動基板１０または封止基板２０の一辺に、封止基板２０または駆動基板１０から露
出した領域６１を設け、この露出した領域６１に、水平セレクタ３１と、ライトスキャナ
３２と、電源スキャナ３３の配線を延長して外部接続端子を形成したものである。この外
部接続端子には、信号の入出力のためのフレキシブルプリント配線基板（ＦＰＣ；Flexib
le Printed Circuit）６２が設けられていてもよい。
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